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研修へ行ってきました 

～KOMI 理論～ by お台場 

KOMI 理論 とは、ナイチンゲール看護思想を基盤と

し、看護と介護を統合した思想体系を持つ看護・介

護言論です。日本社会事業大学の金井一薫先生の 30

年に及ぶナイチンゲール看護思想研究の末に生まれ

た理論です。 

「KOMI 勉強会に参加して」 

6・7・8 月に各２回の計６回東京のお台場で 

行われた勉強会に参加しました。全国から 100

名位が受講していました。一コマ５０分の授業

久々に勉強をした私の脳には良い刺激になりま

した。回を重ねるごとの内容は難しく、奥深く

なり、もうパンク寸前…というところで、無事

終了となりました。ただ受けただけでは意味が

ないので、ステーション内でも行われている勉

強会にも参加して、たまには脳に刺激を送ろう

と思いました。   

 ヘルパー 榎田あき香

※この研修には看護師の中村仁美と遠藤由香も

参加しました。 

 

～ＫＯＭＩ勉強会～ by 都筑医療センター編 

毎月 1 回、当事業所の 2 階会議室でＫＯＭＩ 

勉強会をしています。参加者は、10 名ぐらい

で「ＫＯＭＩ理論」を用いながら、「この利用者

様らしい生活ってなんだろう？」 「その生活

を実現するにはどんなケアをしたらいいのだろ

う？」 と皆で考えています。その勉強会で学

んだことが少しずつ利用者様に現れて、喜んで

いただけることが何より嬉しいです。     

          ヘルパー 吉田裕子 



横浜市国民健康保険高齢受給者証及び老人保健法医療受給者の記載の変更について 

             

 

            ～横浜市からのお知らせ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月見バーガー→看護師・西川  焼き芋・ぎんなん→看護師・井島  読書→ヘルパー・宮川 

秋刀魚→理学療法士・滝澤   松茸ごはん・散歩→看護師・吉田  紅葉→ヘルパー・青柳 

栗→ヘルパー・井上      遠足・運動会→看護師・湯浅      

ここに挙げた答えは、ほんの一握りですが・・・まぁ、食べ物に関連した答えの多かったこ 

日頃、ｽﾃｰｼｮﾝでお菓子が一瞬でなくなるのが納得できました。天高く馬肥ゆではなく、職員肥

ゆ・・・というところでしょうか？これから冬にかけ、身も心もひとまわり大きくなる職員にご期待下

さい。 

横浜市では、平成18年8月から交付する『国民健康保険高齢受給者証』及び『老人保健法医療受

給者証』の「一部負担金の割合」欄についての表示が変更することとなりました。ご確認下さ

い。 

 

※ご迷惑お掛けいたしますが、確認のため、保険証等の確認・コピーをさせて頂いております。 

お手数ですが、ご協力の程お願い申し上げます。              訪問看護ステーション 

秋といえば！？

ここんんににちちはは  平平成成１１８８年年１１００月月号号  

秋といえば・・？とステーションのみんなに聞いてみました 
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市 町 村 番 号          
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都筑 花子 
       昭和 1年 1月 1日 
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の 割 合
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神奈川県横浜市中区 
       港町 1丁目 1番地 
     横 浜 市 長 

 
 
 

交 付 年 月 日 平成 18年 ●月 ●日 

老人保健法

ご注意下さい。 
一部負担割合が変更

となっております！ 
１割 又は ３割 
になります。 


